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家電リサイクル法対象品目家電リサイクル法対象品目

①佐川急便㈱上越営業所 ②日本通運㈱上越指定引取場所
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●家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）とは？

●リサイクル料金（令和７年10月現在）

●処分方法

【家電リサイクル券システムに関する問合せ先】

家電リサイクル券センター
（東京都千代田区）

☎0120-319640

　エアコン、テレビ（ブラウン管式・液晶式・プラズマ式・有機 EL式）、冷蔵庫・冷凍庫、
洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法に基づいた処分が必要となります。

　不用となった家電対象品目の適正な処理と、資源としての有効利用を図るための法律です。消費者がリサ
イクルと収集運搬の費用を負担すること、販売店が使用済み製品を引き取ること、メーカーがリサイクルす
ることなどがそれぞれ義務付けられています。

https://www.rkc.aeha.or.jp/

新製品を購入しま
すか？

処分したい製品の
引き取りを購入し
たお店に依頼でき
ますか？

自分で運搬できま
すか？

新製品の購入時に引き取ってもらう
必要な経費＝リサイクル料金＋収集運搬料金（対象の販売店へお問い合わせください）

購入した販売店で引き取ってもらう
必要な経費＝リサイクル料金＋収集運搬料金（対象の販売店へお問い合わせください）

①郵便局で、リサイクル料金を振込みにより支払う
　（振込手数料がかかります）
②指定引取場所へ自分で持ち込む　※営業時間は、各社へご確認ください

①郵便局で、リサイクル料金を振込みにより支払う （振込手数料がかかります）
②上越市一般廃棄物収集運搬許可業者へ収集を依頼する （収集運搬料金がかかります）
許可業者は上越市のホームページから確認できます。詳しくは、生活環境課へお問い合わせください。

エアコン 990円～2,000円（税込）
テレビ（小15型以下） 1,870円～3,100円（税込）
テレビ（大16型以上） 2,970円～3,700円（税込）
冷蔵庫・冷凍庫（小170Ｌ以下） 3,740円～5,599円（税込）
冷蔵庫・冷凍庫（大171Ｌ以上） 4,730円～6,149円（税込）
洗濯機・衣類乾燥機 2,530円～3,300円（税込）

料　　金種　　類

①佐川急便㈱上越営業所 上越市富岡字引田1804-1 0570-01-0615
②日本通運㈱上越指定引取場所 上越市黒井字西原2676-1 025-543-3496

指定引取場所 電　話所在地

リサイクル料金は、メーカーや大きさにより異なります。
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オートバイのリサイクル
（二輪車リサイクルシステム）

オートバイのリサイクル
（二輪車リサイクルシステム）

無許可の回収業者にご注意ください

バイクメーカー等が実施している「二輪車リサイクルシステム」で処分してください。

【二輪車リサイクルシステムに関する問合せ先】

☎050-3000-0727二輪車
リサイクルコールセンター

メーカーが設定する「指定引取場所」又は「廃棄二輪車取扱店」

車両本体定価に含まれています。（廃棄時無料）リサイクル料金

持　込　先

※「廃棄二輪車取扱店」に持込んだ場合、「指定取引場所」までの収集・運搬料金がかかります。

佐川急便㈱上越営業所

https://www.jarc.or.jp/motorcycle/

上越市内の
指定引取場所

上越市富岡字引田1804-1
☎0570-01-0615

街中を大音量で巡回街中を大音量で巡回 空き地で回収空き地で回収 チラシを配布チラシを配布

◇高額な処理料金を請求された事例や不法投棄など不適正に処理された事例もあります。

不法投棄不法投棄

　無許可の廃棄物回収業者によって回
収された廃家電や粗大ごみが、不法投
棄された事例が報告されています。

　環境対策を行わずに廃家電を破壊す
ることで、フロンガスや鉛などの有害
物質が環境中に放出されます。

　廃家電は電池やプラスチックを含む
ため、発火・延焼の危険性があり、不適
正な管理による火災が発生しています。

不適正処理不適正処理 不適正な管理による火災不適正な管理による火災

廃棄物を無許可の回収業者に引き渡すと、
法を守った適正な処理が確認できません。

◇トラック型回収、空き地回収、チラシ配布型回収のような不用品回収業者は廃棄物の回収を無許可で営業して
います。ご家庭のごみなど一般廃棄物を回収するには、市の「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要です。産業廃
棄物収集運搬業の許可や古物商の許可では回収できません。

　産業廃棄物処理業の許可は、工場や企業等の産業廃棄物を処理するための許可です。古物商の許可は、中古品
などの売買を行うための許可です。

営業時間等は、事業者へご確認ください。

その他ご不明な点は、生活環境課、お住まいの地区の総合事務所市民生活・福祉グループに
お問い合わせください。
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